
 ※上記期間の中で、６日程度の規制を実施します。

　規制時間：８：３０～１７：００

・車両（自転車含む）、歩行者は通り抜けできません。

・交通誘導員が配置されている場所では、指示に従い迂回をお願い致します。

問い合わせ先
都城市役所　維持管理課　0986-23-2597（直通）
※ご迷惑をおかけしますが、御理解と御協力の程、宜しくお願い致します。

１級市道
　渡司・古江線

全面通行止区間

・市道　渡司・古江線（中霧島工区）の舗装工事に伴い、下記の期間中は全面通行止め
を行います。

　規制期間：令和７年１１月１８日～令和７年１１月３０日

・天候等により、規制期間の変更を伴う場合があります。

通行規制のお知らせ
【道適第２５号　渡司・古江線（中霧島工区）舗装工事】

迂回ルート


